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２ 動物愛護管理対策 

  狂犬病の発生防止を目的とした「狂犬病予防法」、犬による危害の防止を目的とした「犬によ

る危害の防止に関する条例」に基づき「犬の適正管理指導」、「咬傷事故に対する措置」、「放置

犬などの捕獲」を行っている。 

   また、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき「飼い犬等のしつけ方教室」、「不用犬・

ねこの引取」、「犬・ねこの譲渡事業」、「小学校への獣医師派遣事業」等を行っている。 

   これらの事業を総合的に推進し、人と動物が共に快適に暮らせる生活環境の確保を図るととも

に、動物の適正管理と動物愛護思想の普及啓発を行った。 

 

（１）動物等の適正飼養管理事業 

① 犬の登録、狂犬病予防注射実施状況 

近年のペットブームやコンパニオンアニマルとして飼育されている犬の増加により、犬

の登録は増加傾向にある。 

平成１２年度からは、狂犬病予防法の一部改正に伴い、登録原簿の管理及び狂犬病

予防注射の実施などが市町村に移譲されている。管内の登録・狂犬病予防注射の実施

状況は表６のとおり。 

狂犬病発生を未然に防止するためには、さらに未登録犬の解消、注射実施率の向上

を図る必要がある。 

    （表６ 登録・狂犬病予防注射実施頭数） 

② 犬苦情処理状況 

平成 22 年度の犬に関する苦情件数は 311 件で、「放浪犬」、「迷い犬」、「放し飼い」な

ど飼い主の適正管理の不徹底による苦情が多いため、飼い主に対する適正飼育の指導

を行った。 また、平成 22 年度の捕獲頭数は 189 頭であったが返還頭数は 46 頭

（24.9％）で、飼い主の無関心さ、動物愛護精神の低さが見受けられる。 

    （表 7 犬苦情処理件数） 

③ 咬傷事故に対する措置状況 

飼い主の不適正な管理などによる咬傷事故は 18 件発生し、被害者は 19 名であった。 

飼い主に対し適正管理を指導し再発防止を図った。 

   ④ 不用犬・ねこの引取 

犬の引取は、子犬が登録犬をうわまわっており、また、ねこでも成猫よりも子猫が極端

に多いことから、去勢・避妊手術等の普及啓発とあわせて終生飼養のさらなる指導が必

要である。 

（表８ 不用犬・ねこの引取状況） 

 

 

 

 






